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公
共
施
設
の
附
帯
駐
車
場
を
有
料
化
す
る
条
例
の

一
部
改
正
な
ど
27
件
を
可
決
・
同
意

　
令
和
３
年
第
４
回
定
例
会
は
12
月
１
日
か
ら
12
月
17
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、
初
日
の
本
会
議
に
は
、
公
共
施
設
の
附
帯
駐
車

場
を
有
料
化
す
る
「
海
老
名
市
立
え
び
な
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
等
の
一
部
改
正
」
な
ど
、
23
議
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
終
日
に
は
市
長
か
ら
新
た
に
、
人
事
案
件
２
件
お
よ
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
や
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時

特
別
給
付
金
を
予
算
化
す
る
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
11
号
）、
議
員
か
ら
公
共
施
設
附
帯
駐
車
場
有
料
化
に
対
す
る
附
帯
決
議
が
提

案
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
請
願
の
採
決
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
全
て
の
案

件
の
件
名
お
よ
び
審
議
結
果
な
ど
は
、
最
終
面
「
令
和
３
年
第
４
回
定
例
会
の
会
議
結
果
」
の
と
お
り
で
す
。

え
び
な
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
文
化
会
館
、
運
動
公
園
、
北
部
公
園
お
よ

び
中
野
公
園
に
あ
る
駐
車
場
施
設
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
維
持
管
理

費
用
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
を
利
用
す
る
方
と
利
用
し

な
い
方
の
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
利
用
料
金
な
ど
に
つ

い
て
新
た
に
定
め
る
も
の
で
、
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会
で
の
審
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
公
共
施
設
附
帯
駐
車
場
有
料
化
の
実
施
に
向
け
た
、
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
お
よ
び
経
緯
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
本
市
で
は
、
将
来
的
な
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
を
見
据
え
「
受

益
者
負
担
の
適
正
化
」 「
負
担
の
公
平
性
の
確
保
」 「
財
源
の
確
保
」

を
目
的
に
公
共
施
設
に
附
帯
す
る
駐
車
台
数
が
50
台
以
上
の
駐
車
場

の
有
料
化
に
向
け
て
取
り
組
み
を
進
め
、
令
和
３
年
４
月
に
策
定
し

た
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
６
月
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
い
た
だ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
や
施
設
利
用
者

団
体
な
ど
か
ら
の
ご
意
見
な
ど
を
も
と
に
、
10
月
に
基
本
方
針
を
改

定
し
、
こ
の
定
例
会
に
関
係
条
例
、
指
定
管
理
者
の
指
定
お
よ
び
補

正
予
算
を
提
案
し
ま
し
た
。
ま
た
、
11
月
に
市
内
全
世
帯
に
広
報
え

び
な
臨
時
号
を
配
布
し
、
有
料
化
に
向
け
た
市
の
考
え
方
や
収
支
見

込
み
、
減
免
制
度
な
ど
を
広
く
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

問　
利
用
料
金
は
一
律
２
０
０
円
で
す
が
、
市
内
在
住
者
は
半
額
の

１
０
０
円
と
し
た
根
拠
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
市
民
の
皆
さ
ま
に
も
ご
負
担
い
た
だ
く
中
で
、
利
用
者
な
ど
か

ら
の
多
く
の
ご
意
見
や
市
議
会
議
員
か
ら
の
要
望
、
近
隣
の
導
入
状

況
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
納
得
の
い
く
料
金
設
定
が
必
要
で
あ
り
、

有
料
化
の
目
的
な
ど
も
総
合
的
に
判
断
し
、
設
定
い
た
し
ま
し
た
。

問　
減
免
制
度
の
対
象
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
い
ず
れ
の
施
設
に
お
い
て
も
、
市
が
主
催
す
る
事
業
の
役
員
、

来
賓
な
ど
や
、
市
立
小
中
学
校
の
教
育
課
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
学

校
行
事
の
主
催
者
、
講
師
な
ど
の
駐
車
場
利
用
料
金
を
免
除
と
し
、

そ
の
他
指
定
管
理
者
が
特
に
認
め
た
と
き
は
、
駐
車
場
利
用
料
金
を

減
額
ま
た
は
免
除
す
る
こ
と
を
施
行
規
則
に
定
め
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
議
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
と
し
て
、
有
料
化
の
実
施

に
あ
た
り
①
各
種
事
業
お
よ
び
団
体
へ
の
減
免
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
継
続
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
②
ス
ポ
ー
ツ
振
興
や
文
化
振
興
、

さ
ら
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な

支
援
や
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
③
各
施
設
に
お
い
て
、
今
後
も
さ
ら

な
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
な
ど
に
努
め
る
こ
と
④
駐
車
場
料

金
収
入
お
よ
び
そ
の
使
途
に
つ
い
て
、
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
⑤

実
施
当
初
は
２
年
程
度
で
駐
車
場
料
金
や
実
施
方
法
な
ど
を
見
直
す

と
と
も
に
、
そ
の
後
も
定
期
的
な
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
︱
に
十
分

留
意
す
る
と
と
も
に
、
柔
軟
な
対
応
を
求
め
ま
し
た
。

　
附
帯
決
議
と
は
、
議
案
を
議
決
す
る
際
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
市
議
会
の
意
見
、
要
望
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
法
律
的
な
効
果

や
拘
束
力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
政
治
的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

第４回定例会

「
海
老
名
市
文
化
会
館
・
海
老
名
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」「
海
老
名
運

動
公
園
・
北
部
公
園
・
中
野
公
園
・
海
老
名
市
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
」

「
海
老
名
駅
西
口
特
定
公
共
施
設
」
の
各
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
の
議
案
が
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
施
設
も
指
定
の

期
間
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
５
年
間
で
す
。
総
務
お
よ
び
経

済
建
設
常
任
委
員
会
で
の
審
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問　
文
化
会
館
の
指
定
管
理
者
の
選
定
で
は
、
新
た
な
自
主
事
業
や

ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
事
業
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

答　
レ
ス
ト
ラ
ン
の
再
開
や
ロ
ビ
ー
で
音
楽
が
楽
し
め
る
機
会
の
提

供
な
ど
、
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
づ
く
り
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

問　
労
働
関
係
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
確
認
さ
れ
た
か
伺
い
ま
す
。

答　
選
定
委
員
会
に
は
、
社
会
保
険
労
務
士
も
委
員
と
し
て
参
画
し

て
お
り
、
そ
の
所
見
と
し
て
問
題
な
し
と
の
回
答
を
得
て
い
ま
す
。

問　
海
老
名
駅
西
口
特
定
公
共
施
設
の
仕
様
書
で
、
に
ぎ
わ
い
づ
く

り
の
取
り
組
み
の
項
目
が
な
く
な
っ
た
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

答　
事
業
者
の
自
主
事
業
の
中
で
行
え
る
と
し
て
い
て
、
応
募
し
て

く
る
事
業
者
に
新
た
な
提
案
を
求
め
た
た
め
で
す
。

自
転
車
等
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　
機
械
設
備
が
老
朽
化
し
た
海
老
名
駅
東
口
立
体
有
料
自
転
車
駐
車

場
を
廃
止
し
、
そ
の
影
響
を
抑
え
る
た
め
に
新
た
な
有
料
自
転
車
駐

車
場
を
一
定
期
間
運
営
す
る
こ
と
に
伴
う
改
正
で
、
賛
成
多
数
で
原

案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
経
済
建
設
常
任
委
員
会
で
の
審
査
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
す
。

問　
海
老
名
駅
周
辺
の
駐
輪
場
の
収
容
台
数
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

答　
収
容
台
数
は
、
同
駅
周
辺
の
市
営
駐
輪
場
全
体
で
約
３
７
０
０

台
、
今
回
廃
止
す
る
立
体
駐
輪
場
は
７
０
０
台
、
新
た
に
設
け
る
駐

輪
場
は
２
５
０
台
で
す
。
ま
た
、
現
在
の
契
約
台
数
は
全
体
で
約
３

１
０
０
台
で
す
。
立
体
駐
輪
場
の
契
約
台
数
は
６
０
０
数
十
台
で
す

が
、
毎
日
の
利
用
台
数
は
平
均
２
４
０
台
程
度
で
す
の
で
、
十
分
対

応
は
可
能
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て


